
川内労基署だより  第 109号（令和 8年 4月号） 

労働安全衛生法の改正について 
 

皆様こんにちは。労働安全衛生法の改正についてはこれまでもご紹介しておりましたが、

昨年公布され、主に令和 8年以降に施行される事項の一部について改めてご案内します。 

令和 8年 4月 1日に施行されるものもありますので、ご確認をお願いいたします。 

 

 

 



 

 

 

ハローワークからのお知らせ 
 

 

令和８年度 雇用保険料率のご案内 
◆令和８年４月１日から令和９年３月 31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 

負担者 

事業の種類 

① 

労働者負担 

② 

事業主負担 

①＋② 

雇用保険料率 

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000 

(令和７年度) 5.5/1,000 9/1,000 14.5/1,000 

農林水産・ 

清酒製造の事業 
6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000 

(令和７年度) 6.5/1,000 10/1,000 16.5/1,000 

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000 

(令和７年度) 6.5/1,000 11/1,000 17.5/1,000 

 

(枠内の下段は令和 7 年４月～令和 8 年３月の雇用保険料率) 
 

ハローワーク川内  ℡22-8609  

お問い合わせ先 ハローワーク出水  ℡62-0685  

ハローワーク宮之城 ℡53-0153 

 

※なお、労災保険率については、令和 7年度から変更はありません。 

    労災保険率はこちら➡ 

 

改正安衛法全般

はこちら➡ 


